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關
羽
と
貂
蝉

伊

藤

晉

太

郎

は
じ
め
に

關
羽
と
貂
彈
、
と
い
え
は
、
共

に
小
説

『三
國
志
演
義
』
の
重
要
な
登
場
人
物

て
あ
る
。
關
羽
は
後
に
蜀
の
主
と
な
っ
た
劉
備
の
義
弟
と
し
て
武
勇
拔
群
の
活
躍

を
見
せ
る
忠
義

の
武
將

で
あ
り
、
貂
蝉
は
登
場
場
面
こ
そ
少
な
い
も
の
の
後
漢
末

の
獨
裁
者

・
董
卓
を
倒
す
た
め
の

「連
環
の
計
」
を
成
功
に
導
い
た
美
女
て
あ
る
。

た
だ
し
、
作
中

こ
の
二
人
は
別
々
の
場
面
で
登
場
す
る
た
め
、
二
人
の
間
に
は
何

の
關
係
も
生
し
な
い
。

し
か
し
、

一
方

て
、
『
三
國
志

演
義
』
成
立
以
前
か
ら
關
羽
と
貂
蝉
を
め
く
る

物
語
か
存
在
し
た
こ
と
も
知
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
最
初
、
「關
羽
か
貂
蝉
を
斬

る
物
語
」

て
あ

っ
た
。
『
三
國
志

演
義
』

に
探
用
さ
れ
な
か

っ
た
こ
の
物
語
は
、

戯
曲

。
語
り
物

・
民
間
傳
説
の
形

て
そ
の
内
容
を
後
世

に
傳
え
て
い
る
。
ま
た
、

『
三
國
志
演
義
』

の
登
場
以
後
、

こ
れ
ら
と
は
違

っ
た
展
開
を
見
せ
る
關
羽
と
貂

蝉
の
物
語
も
生
ま
れ
た
。
こ
の
新
し
い
物
語
も
戯
曲

・
語
り
物

・
民
聞
傳
説
の
形

を
と
る
。

本
稿
は
、
こ
う
い
っ
た
關
羽
と
貂
蝉
を
め
ぐ
る
物
語
を
概
觀
し
、
物
語
の
變
遷

と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
論
し
る
も

の
て
あ
る
。
最
初
に

『
三
國
志
演
義
』
に
お
い

て
二
人
か
と
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
か
を
確
認
し
、
續
い
て

「關
羽
が
貂
蝉
を

斬
る
物
語
」
、
變
容
し
た
關
羽
と
貂
蝉
を
め
く
る
物
語
の
順
に
紹
介
し
て
、
最
後

に
こ
れ
ら
の
物
語
の
背
景
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。

、

『
三
國
志
演
義
』
に
お
け
る
關
羽
と
貂
蝉

こ
こ
て
は

『
三
國
志
演
義
』

て
描
か
れ
る
關
羽
と
貂
蝉
の
特
色
に
つ
い
て
確
認

す
る
。
後
て
關
羽
と
貂
蝿
を
め
く
る
物
語
を
見
て
い
く
際
に
比
較
し
や
す
い
よ
う
、

ま
す

一
般
的
に
定
着
し
て
い
る

『
三
國
志
演
義
』
の
關
羽
像

・
貂
蝉
像
を
お
さ
え

て
お
き
た
い
。

『
三
國
志
演
義
』

て
描
か
れ
る
關
羽
の
特
色
と
し
て
は
、
次
の
五
點
を
擧
げ
る

↑
)

(2)

こ
と
か
て
き
る

(併
せ
て
そ
の
特
色
か
表
れ
る
代
表
的
な
場
面
と
卷
數
を
示
す
)。

①
義
兄
て
あ
る
劉
備
に
對
し
て
忠
を
盡
く
す
1

千
里
獨
行

(卷
六
)

②
義
を
重
ん
じ
る
i

義
釋
曹
操

(卷
十
)

③
拔
群
の
武
勇
ー

褞
酒
斬
華
雄

(卷

一
)、
刺
顔
良

(卷
五
)、
誅
文
醜

(卷
六
)、

單
刀
赴
會

(卷
十
四
)、
威
震
華
夏

(卷
十
五
)

④
他
人
に
對
し
て
傲
慢
i

大
意
失
荊
州

(卷
十
五
・
十
六
)

⑤
女
色
を
好
ま
な
い
ー
1
曹
操
の
陣
營
に
い
た
時
、
曹
操
か
寄
こ
し
た
美
女
に
目



も
く
れ
な
い

(卷
五
)

ハヨ
リ

一
方
、
貂
蝉
は
史
書
に
は
見
ら
れ
な
い
架
空
の
女
性
て
あ
る
。
『三
國
志
演
義
』

の
中
て
、
貂
蝉
は
大
臣

・
王
允
の
養
女
と
い
う
設
定
に
な

っ
て
お
り
、
自
分
を
養

っ

て
く
れ
た
王
允
に
恩
返
し
す
る
た
め
、
國
家
を
獨
裁
者

・
董
卓
か
ら
守
る
た
め
、

自
ら
を
犧
牲

に
し
て
體
を
獻
じ
、
董
卓
の
養
子

・
呂
布
に
董
卓
を
殺
さ
せ
る

(
い

わ
ゆ
る

「
連
環
の
計
」
、
卷
二
)。

こ
こ
て
の
貂
蝉
は
美
貌
の
持
ち
圭
て
あ
る
と
同

時

に
、
勇
敢
て
機
知
に
富
む
女
性

と
し

て
描
か
れ
る
。
そ
の
後
、
貂
蝉
は
呂
布
の

妾
と
な
り
、
呂
布
が
曹
操
に
討
伐
さ
れ
た
後
、
曹
操

に
よ

っ
て
都
に
迭
ら
れ
た

ハる
 

(卷
二

・
四
)
。

關
羽
と
貂
嬋
は
い
す
れ
も
品
行
方
正

て
義
を
重
ん
し
、
胸

に
大
志
を
抱
い
た
高

潔
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
點
か
共
邇
す
る
。
し
か
し
、
先
述
の
如
く
、

『
三
國
志
演
義
』
て
は
こ
の
兩
者
か
絡
む
場
面
は

一
切
な
く
、
二
人
の
聞
に
は
何

の
關
わ
り
も
生
じ
な
い
。

ち
な
み
に
、
三
國
興
亡
の

一
部
始
繆
を
扱

っ
た
も
の
と
し
て
は

『
三
國
志
演
義
』

の
前
段
階
に
あ
た
る

『
三
國
志
卆
話
』
(元
至
冶
年
聞

〔
=
一一一
=

～

=
一一二
三
〕

刊
)
て
も
、
や
は
り
關
羽
と
貂
蝉

の
聞
に
は
何
の
關
係
も
生
し
な
い
。
た
た
し
、

貂
嬋
の
設
定
か

『
三
國
志
演
義
』

と
異
な
る
點
は
庄
意
に
値
す
る
。
『
三
國
志
罕

 き
り

話
』
て
は
、
貂
嬋
は
も
と
も
と
呂
布
の
妻
な
の
て
あ
る
。
別
れ
別
れ
に
な

っ
て
い

た
夫
と
再
ひ
結
は
れ
た
い
が
た
め
、
王
允
に
協
力
す
る
の
て
あ
る
。

二
、
「
關
羽
が
貂
蝉
を
斬

る
物
語
」

本
節

て
は
、
關
羽
と
貂
蝉
を
め
く
る
物
語
の
う
ち
、
ま
ず

「關
羽
か
貂
嬋
を
斬

る
物
語
」
に

つ
い
て
見
て
い
く
。

「關
羽
か
貂
蝉
を
斬
る
物
語
」

の
う
ち
、
最
も
古
い
と
思
わ
れ
る
の
は
元
明
聞

の
雜
劇

「關
大
王
月
下
斬
貂
嬋
」

て
あ
る
。
明

・
晁
理

『
寶
文
堂
書
目
』
(卷
中

關
羽
と
貂
蝉

「樂
府
」
)
、
倩

・
錢
曾

『
也
是
園
書
目
』
(第
十
卷

「
古
今
雜
劇
」
)
、
清

・
姚
燮

『今
樂
考
證
』
(第
二
本

「
著
録
二
」、
た
た
し

「月
下
」
を

「月
夜
」

に
作
る
)

に
そ
の
題
名
か
著
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
明
末
の
祁
彪
佳
の

『遠
山
堂
劇
品
』

(
「具
品
」)

て
は

「斬
貂
蝉
」
と
い
う
題
名
で
著
録
さ
れ
て
お
り
、
注
に

「
北
五

折
」
(五
幕
構
成

の
雜
劇
)
と
あ
る
。
し
か
し
、
作
品
そ
の
も
の
は
殘
念
な
か
ら

傳
わ

っ
て
い
な
い
。

「
關
羽
か
貂
蝉
を
斬
る
物
語
」

の
全
貌
か
分
か
る
現
存
最
古
の
作
品
は
、
明
代

ハヱ

 ぴロ

の
戯
曲
選
集

『風
月
錦
嚢
』
所
收

の

「
三
國
志
大
全
」
と
い
う
作
品
て
、
こ
の
中

ロピ
 

に
關
羽
か
貂
蝉
を
斬
る
場
面
か
あ
る
。
「
三
國
志
大
全
」
に
見
ら
れ
る

「關
羽
か

貂
嬋
を
斬
る
物
語
」
は
、
内
容
か
完
全

て
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
以
降
の

「關
羽

か
貂
嬋
を
斬
る
物
語
」
と
も
基
本
的
な
内
容
か
共
通
す
る
の
て
、
こ
こ
て
そ
の
具

ハ 

ロ

體
的
内
容
を
紹
介
す
る
。
場
面
は
呂
布
か
滅
ほ
さ
れ
た
直
後
て
あ
る
。

①
關
羽
が
呂
布
を
捕
ら
え
た
張
飛
を
贊
嘆
す
る
。

②
そ
の
樣
子
を
見
て
い
た
貂
蝉
は
關
羽
に
ま
み
え
、
そ
の
歡
心
を
買
う
こ
と
に
努

め
る
。
保
身
の
た
め
に
お

へ
っ
か
を
使

っ
て
關
羽
に
氣
に
入
ら
れ
よ
う
と
す
る
。

③
關
羽
は
月
夜
に

『春
秋
』
を
讀
み
な
か
ら
、
呂
布
も
美
女

(貂
螺
)
の
た
め
に

身
を
亡
ほ
し
た
こ
と
に
思
い
を
致
す
。

④
貂
蝉
は
手
の
ひ
ら
を
返
し
た
よ
う
に
夫

・
呂
布
の
惡
口
を
言
い
、
關
羽

.
張
飛

を
ほ
め
る
。

⑤
關
羽
は
貂
蝉
か
呂
布
を
誤
ら
せ
た
こ
と
と
、
夫
を
裏
切
る
そ
の
不
貞
ぶ
り
と
を

責
め
る
。

⑥
關
羽
は
こ
の
よ
う
な
不
義
者

の
貂
嬋
を
生
か
し
て
お
い
て
は
渦

の
元
に
な
る
と

考
え
、
こ
れ
を
斬
り
殺
す
。

以
上
か

「
三
國
志
大
全
」
に
見
え
る

「關
羽
か
貂
蝉
を
斬
る
物
語
」

て
あ
る
。

そ
の
後
の
戲
曲
や
彈
詞

・
民
聞
傳
設
に
見
ら
れ
る

「關
羽
が
貂
蝉
を
斬
る
物
語
」

=
二
九
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も
基
本
的
に
は
こ
の
筋
立
て
か
土

臺
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
。 ゆ

 

明
萬
暦
年
聞

(
一
五
七
三
～

一
六
二
〇
)
の
戲
曲
選
集

『群
音
類
選
』
卷
十
二

に
收
め
ら
れ
た
傳
奇

「桃
園
記
」

の
中
に
も

「
關
斬
貂
蝉
」
と
題
さ
れ
た

一
段
か

 れ
 

あ
る
。
内
容
は
先
の

「
三
國
志
大
全
」
の
③
～
⑥
に
相
當
す
る
。
こ
の
中

て
關
羽

は
、
貂
蝉
に
英
雄
の
名
を
舉
げ
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
劉
備

・
關
羽

・
張
飛
を
お
だ
て

て
夫

.
呂
布
を
貶
め
る
態
度
に
出

た
た
め
、
怒

っ
て
貂
蝉
を
斬
る
。

ロ
ね
け

清
代
の
戲
曲
選
集

『綴
白
裘
』
十

一
集

「同
集
」

に
は

「斬
貂
」
と
い
う
花
部

亂
彈
の
臺
本
か
收
め
ら
れ
て
い
る
。
内
容
は
や
は
り

「
三
國
志
大
全
」

の
③
～
⑥

に
相
當
す
る
。
作
中
、
貂
嬋
は
張
飛
に
捕
ら
え
ら
れ
、
關
羽

の
許
に
逡
ら
れ
た
と

説
明
さ
れ
る
。
關
羽
か
貂
蝉
に
虎
牢
關
の
戰
い
に
お
け
る
英
雄
は
誰
か
と
問
う
と
、

  
ね

貂
蝉
は
張
飛
こ
そ
英
雄
だ
と
答
え
、
や
は
り
夫

・
呂
布
を
貶
め
る
。
た
た
し
、
こ

れ
ま
て
の
作
品
と
異
な
り
、
本
當

は
呂
布

こ
そ
か
英
雄
た
と
思

っ
て
い
る
と
い
う

貂
蝉
の
胸
の
内
も
語
ら
れ
る
。

京
劇
に
も

「斬
貂
蝉
」
と
い
う
演
目
か
あ
る
。
内
容
は

『
綴
白
裘
』
所
收
の

ハぜ
ロ

「斬
貂
」
と
同
し
。

以
上
か
戲
曲
に
見
え
る

「
關
羽
が
貂
蝉
を
斬
る
物
語
」
て
あ
る
か
、
次
は
語
り

 め
 

物
て
あ
る
。
彈
詞

『
三
國
志
玉
璽
傳
』
卷
六
に
關
羽
か
貂
螺
を
斬
る
場
面
か
あ
る
。

こ
の
作
品
て
は
關
羽
自
身
か
貂
蝉
を
捕
虜
に
す
る
。
や
は
り
關
羽
か
、
誰
こ
そ
が

豪
傑
か
と
問
う
と
、
貂
蝉
は
夫

・
呂
布
を
立
て
ず
、
劉
備

・
關
羽

・
張
飛
を
ひ
た

す
ら
稱
え
る
。
關
羽
は
こ
れ
を
不
義
と
し
て
貂
螺
を
斬
る
。
貂
蝉
が
出
家
を
希
望

す
る
と
い
っ
た
戯
曲
と
異
な
る
點
も
見
ら
れ
る
。

民
聞
傳
読
に
も

「關
羽
が
貂
蝉
を
斬
る
物
語
」
か
あ
る
。
湖
北
省
襄
樊
市
に
は

  

「
關
羽
月
下
斬
貂
蝉
」
と
い
う
話

が
傳
わ

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
内
容
が
こ
れ
ま
て

の
も
の
と
少
し
異
な
り
、
貂
蝉
か
お

へ
っ
か
を
使
う
こ
と
は
な
い
。
呂
布
を
討
伐

し
た
後
、
劉
備
と
張
飛
か
貂
蝉
を
欲
し
か

っ
て
い
る
の
を
見
た
關
羽
は
、
後
の
稠

一
四
〇

を
避
け
る
た
め
に
貂
螺
を
斬
る
決
意
を
す
る
。
し
か
し
、
い
ざ
斬
ろ
う
と
す
る
時
、

心
に
た
め
ら
い
か
生
じ
、
思
わ
ず
刀
を
貂
蝉
の
影
の
上
に
取
り
落
と
し
た
と
こ
ろ
、

貂
嬋
本
人
の
首
か
落
ち
る
と
い
う
話
て
あ
る
。

以
上
、
「關
羽
か
貂
蝉
を
斬
る
物
語
」

に
つ
い
て
概
觀
し
た
。
こ
こ
で

「關
羽

ハレ
ロ

か
貂
蝉
を
斬
る
物
語
」
に
お
け
る
關
羽
と
貂
螺

の
特
徴
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

こ
れ
ら
の
物
語
て
の
關
羽
は
、
禍
根
を
斷

つ
た
め
に
丸
腰
の
か
弱
い
女
子
を
斬

る
。
女
色
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
「義
」
(義
理
、
正
義
)
を
守
る
こ
と
を
全

う
し
た
關
羽
は
、
あ
く
ま
て
も
英
雄
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
關
羽
の
英
雄

ぶ
り
こ
そ
、
こ
れ
ら

「
關
羽
か
貂
嬋
を
斬
る
物
語
」
の
主
題
と
な

っ
て
い
る
と
い

え
る
。

一
方
、
貂
蝉
は
不
義

て
貞
節
の
な
い
、
美
貌
て
男
を
惑
わ
す
惡
女
と
し
て
描
か

れ
る
。
特
に
庄
意
す

へ
き
は
、
『三
國
志
演
義
』
以
外
の
文
學
作
品
て
は
、
貂
蝿

は
も
と
も
と
呂
布
の
妻
と
い
う
設
定
に
な

っ
て
い
る
こ
と
か
多
い
と
い
う
點
で
あ

る
。
こ
れ
は
前
節

て
觸
れ
た

『
三
國
志
夲
話
』
で
も
そ
う
て
あ

っ
た
。
ま
た
、
元

雑
劇

「錦
雲
堂
美
女
蓮
環
記
」
て
も
貂
蝿
は
呂
布
の
妻
と
い
う
設
定
に
な

っ
て
い

範
。
本
節
で
取
り
上
げ
た

「關
羽
が
貂
蝉
を
斬
る
物
語
」
に
お
い
て
も
・
『
風
月

錦
嚢
』
所
收

「
三
國
志
大
全
」
、
お
よ
び

『群
音
類
選
』
所
收

「
桃
園
記
」
は
明

ら
か
に
そ
う
な

っ
て
い
る
。
當
時
、
貂
蝉
は
も
と
も
と
呂
布
の
妻

て
あ
る
と
い
う

設
定
は

一
般

に
普
及
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
し
た
か

っ
て
、
こ
れ
ら
の
物
語
で
は
、

餘
計
に
貂
蝉
の
不
貞
ぶ
り
か
際
立

つ
の
て
あ
る
。

續

い
て

「
關
羽
か
貂
蝉
を
斬
る
物
語
」

の
内
容

に
注
目
す
る
と
、
民
聞
傳
説

「關
羽
月
下
斬
貂
蝉
」
以
外
は
、
『風
月
錦
嚢
』
所
收

コ
ニ
國
志
大
全
」
以
來
、
基

本
的
な
枠
組
み
は
變
わ

っ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
『群
音
類
選
』
所
收

「桃
園
記
」

で
は
關
羽
か
貂
蝉
に
英
雄
の
名
を
擧
げ
さ
せ
る
か
、

こ
の
よ
う
に
關
羽
か
貂
蝉
を

試
す
件
は

『
綴
白
裘
』
所
收

「斬
貂
」
・
京
劇

「斬
貂
蝉
」
・
『
三
國
志
玉
璽
傳
』



に
も
見
ら
れ
、
後
迹
の
變
容
し
た
關
羽
と
貂
蝉

の
物
語
に
も
受
け
繼
か
れ
る
。
貂

蝉
を
試
す
件
は
、
關
羽
と
貂
蝉
を
め
く
る
物
語
の
中

の

一
場
面
と
し
て
定
着
し
て

い

っ
た
よ
う
て
あ
る
。
ま
た
、
民
聞
傳
説
か
そ
れ
以
前
の
も
の
と
筋
立

て
を
異
に

す
る
の
は
、
こ
の
傳
読
か
比
較
的
新
し
い
も
の
て
、
『
三
國
志
演
義
』
成
立
以
後

に
普
及

・
定
着
し
た
人
物
像
の
影
響
を
受
け
て
い
る
た
め
て
あ
る
。

三
、
關
羽
と
貂
蝉
を
め
ぐ
る
物
語
の
變
容

そ
の
後
、
「關
羽
か
貂
嬋
を
斬

る
物
語
」
を
下
敷
き
と
し

つ
つ
も
、
そ
れ
と
は

異
な

っ
た
話
の
展
開
を
見
せ
る
關
羽
と
貂
蝿
の
物
語
か
登
場
し
た
。
本
節

て
は
こ

れ
ら
變
容
し
た
關
羽
と
貂
蝉
を
あ
ぐ
る
物
語
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

ま
す
は
明
の
雜
劇

「
女
豪
傑
」

で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
明

・
祁
彪
佳

『遠
山

堂
劇
品
』
(「
能
品
」)
や
、
清

・
沈
復
粲

『
鳴
野
山
房
書
目
』
(卷
三

「雜
劇
」

の

『
名
劇
彙
』
共
七
十
二
本
)
に
そ
の
題
名
か
記
録
さ
れ
て
い
る
か
、
作
品
そ
の
も

の
は
傳
わ

っ
て
い
な
い
。
作
者

は
諸
葛
味
水
。
『
遠
山
堂
劇
品
』
は
こ
の
作
品

に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
評
す
。

諸
葛
君
は
俗
に
演
じ
ら
れ

て
い
る

「
斬
貂
蝉
」
か
ほ
と
ん
ど
て
た
ら
め
な

の
て
、

こ
の
女

(貂
嬋
)
か
修
行
し
て
仙
人
と
な
る
話
を
作

っ
た
か
、
蔡
中

郎

の
妻

・
牛
太
師

の
娘
と
會
う
と
い
う
の
は
、
南
戯

「
琵
琶
記
」
に
な
ぞ
ら

え
す
ぎ
で
あ
り
、
ま
さ
に
い
わ
ゆ
る
て
た
ら
め
な
話

(「斬
貂
蝉
」)
を
ま

っ

ハむ
ね

と

う

に
し

た

と

い
う
も

の
て
あ

る

。

こ
こ
か
ら
分
か
る
の
は
、
「斬
貂
蝉
」
、
す
な
わ
ち

「關
羽
か
貂
蝉
を
斬
る
物
語
」

が
て
た
ら
め
て
あ
る
と
い
う
こ
と
に
對
す
る
反
發
か
ら
、
「女
豪
傑
」
と
い
う
作

品
か
生
ま
れ
た
と
い
う
點
て
あ
る
。
そ
れ
で
は
作
中
、
關
羽
か
貂
蝉
と
と
う
關
わ

關
羽
と
貂
蝉

る
の
か
、
そ
も
そ
も
關
羽
と
貂
蝉
に
關
わ
り
か
生
し
る
の
か
否
か
、
と
い
う
點
か

氣
に
な
る
か
、
作
品
か
傳
わ
ら
な
い
た
め
そ
れ
ら
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

清
代
の
車
王
府
鈔
藏
曲
本
に
は
語
り
物
の

一
種
て
あ
る
子
弟
書
も
含
ま
れ
る
か
、

そ
の
中
に

「關
羽
か
貂
蝉
を
斬
る
物
語
」
を
下
敷
き
に
し
つ
つ
も
、
そ
れ
と
は
異

な
る
展
開
を
見
せ
る
關
羽
と
貂
蝿
の
物
語
か
あ
る
。
「十
間
十
答
」
と
題
さ
れ
た

作
品
か
そ
れ
て
あ
る
。
場
面
は
、
關
羽
か

一
時
的
に
曹
操
に
身
を
寄
せ
て
い
た
時

と

い
う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

ロの
ね

話
の
内
容
は
以
下

の
通
り
。
曹
操
は
關
羽
を
自
分
の
陣
營
に
引
き
留
め
る
た
め
、

美
女

・
貂
蝉
を
關
羽
の
許

へ
邊
り
込
む
。
關
羽
の
方
て
は
そ
の
意
圖
を
見
拔
い
て

お
り
、
ま
た
、
か

つ
て
董
卓

・
呂
布
の
妾
と
な
り
な
が
ら
、
今
は
曹
操
に
身
を
寄

せ
る
貂
蝉
を
不
義
と
み
な
す
。
將
來
に
禍
根
を
殘
さ
ぬ
よ
う
、
關
羽
は
貂
蝉
を
質

問
攻
め
に
し
て
、
答
え
ら
れ
な
か

っ
た
ら
そ
れ
を
理
由
に
斬
ろ
う
と
す
る
。
貂
媚

は
立
て
つ
つ
け
に
出
さ
れ
た
質
問
に
澱
み
な
く
答
え
る
か
、
當
今

の
英
雄
は
誰
か

と
問
わ
れ
た
時
に
、
心
中

て
は
呂
布

こ
そ
英
雄
と
思
い
つ
つ
も
、
關
羽
こ
そ
英
雄

と
答
え
る
。
お
へ
っ
か
を
嫌
う
關
羽
は
こ
れ
を
不
義

・
不
貞
と
み
な
し
斬
ろ
う
と

す
る
。
貂
蝉
は
、
自
分
か
恥
を
忽
ん
て
生
き
續
け
て
い
る
の
は
、

い
ず
れ
曹
操
を

殺
す
た
め
て
あ

っ
た
と
釋
明
し
、
そ
れ
を
打
ち
明
け
た
以
上
は
曹
操

の
許

へ
戻
れ

ぬ
と
出
家
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
。
關
羽
も
貂
嬋
の
こ
と
を
見
直
し
、
出
家
す
る

許
可
を
與
え
た
と
こ
ろ
、
西
王
母
か
現
れ
、
も
と
仙
女
だ

っ
た
貂
蝉
を
伜

っ
て
歸

る
。こ

の
作
品
て
は
、
關
羽
か
次
か
ら
次

へ
と
質
問
し
、
貂
蝉
か
流
れ
る
よ
う
に
答

え
る
場
面
か
大
牟
を
占
め
る
。
そ
の
内
容
は
歴
史

・
藝
術

・
天
文

・
地
理

・
宗
教

な
ど
多
方
面
に
わ
た
る
。
「關
羽
が
貂
蝉
を
斬
る
物
語
」
に
お
い
て
そ
の
構
成
要

素
と
な

っ
た
關
羽
か
貂
蝉
を
試
す
件
を
、
作
者
は
自
ら
の
知
識
と
文
才
を
示
す
た

め
に
利
用
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

一
四
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目
本
中
國
學
會
報

第
五
十
六
集

ま
た
、
民
間
傳
読
に

「月
夜
迭
貂
蝉
」
と
い
う
の
か
あ
る
。

こ
ち
ら
は
曹
操
や

 ロ
 

劉
備
か
呂
布
を
討
ち
破

っ
た
後
の
話
と
な

っ
て
い
る
。
内
容
は
次
の
通
り
。
曹
操

は
劉
備

.
關
羽

・
張
飛
を
仲
違
い
さ
せ
る
た
め
に
、
美
女

・
貂
蝉
を
關
羽
に
與
え

よ
う
と
す
る
。
ま
す
貂
嬋
を
處
刑
す
る
と
い
つ
わ
り
、
關
羽
か
助
命
を
乞
う
た
ら
、

貂
蝉
を
關
羽
に
嫁
か
せ
る
と
い
う
手
筈
で
あ
る
。

一
方
、
囚
わ
れ
の
身
と
な

っ
た

貂
蝉
は
謀
叛
人
の
妻
て
あ
る
自
分

の
行
く
末
を
悲
觀
し
て
、
夜
も
位
き
續
け
る
。

こ
れ
を
聞
い
た
關
羽
は
、
「す
で
に
二
人
に
嫁
い
た
不
埒
者
の
お
前
か
何
を
泣
く
」

と
貂
蝉
を
な
し
る
。
貂
蝉
は
國
家

の
危
機
を
救
い
な
か
ら
、
か
え
っ
て
罪
人
と
さ

れ
る
不
公
夲
を
訴
え
る
。
關
羽
は
貂
嬋
の
こ
と
を
見
直
し
、
こ
れ
に
同
情
し
て
い

た
お
り
し
も
、
曹
操
か
ら
貂
嬋
を
引

っ
立
て
て
く
る
よ
う
に
と
の
命
令
か
屆
く
。

貂
蝉
か
殺
さ
れ
る
と
見
た
關
羽
は
、
貂
蝉
を
逃
か
そ
う
と
す
る
。
關
羽
の
優
し
さ

に
惹
か
れ
た
貂
嬋
は
關
羽
の
側
に
い
た
い
と
言
う
か
、
こ
れ
に
關
羽
は
怒
り
、
貂

蝉
を
斬
ろ
う
と
す
る
。
貂
蝉
か
出
家
し
た
い
と
言
い
直
し
た
の
て
、
關
羽
は
貂
蝿

を
寺
ま
て
迭

っ
て
出
家
さ
せ
る
。
劉
備
も
曹
操
も
、
關
羽
は
女
色
に
惑
わ
さ
れ
な

い
眞
の
英
雄
た
と
稱
え
る
。

新
編
川
劇

(新
作

の
川
劇
)
「
貂
蝉
之
死
」
は
、
關
羽
と
貂
蝉
か
互
い
に
惹
か

れ
あ
う
と
い
う
話
に
な

っ
て
い
る
。
作
者
は
隆
學
義
。
「水
淹
下
郵
」
「貂
蝉
修
書
」

「關
羽
慕
蝉
」
「群
雄
驚
艶
」
「殘

月
芳
魂
」
の
五
場
か
ら
成
る
。
曹
操
は
劉
備
と

共
に
呂
布
を
水
攻
め
に
す
る
。
貂
蝉
は
城
内
の
人
民
を
救

っ
て
く
れ
る
よ
う
、
關

羽
に
手
紙
を
書
い
て
頼
む
。
關
羽

は
も
と
も
と
貂
蝉
を
美
貌
た
け
て
徳

の
な
い
人

聞
と
思

っ
て
い
た
か
、
意
外
に
も
國
を
憂
い
民
を
憂
え
て
い
る
と
知
り
、
惹
か
れ

て
い
く
。
呂
布
を
殺
し
た
後
、
曹
操
は
關
羽
を
籠
絡
す
る
た
め
に
貂
蝉
を
與
え
る
。

成
婚
の
夜
、
二
人
は
幸
せ
だ
か
、
關
羽
か
曹
操
に
使
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
劉
備

は
、
膾
り
物
に
か
こ
つ
け
て
關
羽

に
桃
園
結
義
以
來
の
志
を
思
い
出
さ
せ
る
。
初

志
を
思
い
出
し
た
關
羽
は
、
貂
蝉
を
追
い
出
そ
う
と
す
る
。
關
羽

の
突
然
の
心
變

一
四

二

 ゆ
ね

わ
り
に
、
貂
螺
は
自
刎
し
て
果
て
る
。

こ
れ
ら
の
物
語
に
お
け
る
關
羽
と
貂
蝉
の
特
徴
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
こ
と
か

い
え
る
。
ま
す
關
羽
た
か
、
そ
の
人
物
像
は

「關
羽
か
貂
蝉
を
斬
る
物
語
」
に
お

け
る
そ
れ
と
基
本
的
に
變
わ
ら
な
い
。
相
變
わ
ら
す
女
色
に
惑
わ
さ
れ
す

「義
」

(義
理
、
正
義
)
を
重
ん
し
る
と
い
う
性
格
で
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
れ

ら
の
物
語
て
は
、
關
羽
は
貂
蝉
を
斬
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
彼
女
に
同
情
し
た

り
好
意
を
示
し
た
り
す
る
。
こ
う
い
っ
た

「關
羽
か
貂
蝉
を
斬
る
物
語
」
と
は
異

な
る
關
羽
の
行
動
は
、
貂
蝉
の
人
物
像
の
變
化
を
受
け
て
の
も
の
て
あ
る
。
關
羽

の
人
物
像
そ
の
も

の
は
、
物
語
の
筋
立
て
が
變
わ
ろ
う
と
も
、
决
し
て
變
わ

っ
て

い
な
い
。

で
は
、
そ
の
貂
蝉
の
人
物
像
は
ど
う
な
っ
て
い
る
た
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
物
語

て
貂
蝉
は
美
貌
は
か
り
て
な
く
、
才
徳
兼
備
、
博
識
て
義
に
厚
く
、
國
を
憂
い
民

を
憂
え
る
愛
國
婦
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
先
に
見
た

『
三
國
志
演
義
』

に
お
け
る
貂
蝉
像
と

一
致
し
、
彼
女
は
も
は
や
最
初
か
ら
呂
布

の
妻
と
い
う
わ
け

て
も
な
け
れ
は
、
不
義
不
貞
の
悪
女
て
も
な
い
。

物
語
の
内
容
に
着
目
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
か
獨
自
の
筋
を
持

つ
と
は
い
え
、
次

の

一
點
は
共
通
す
る
。
「關
羽
か
貂
嬋
を
斬
る
物
語
」
か
關
羽
の
英
雄
ぶ
り
を
描

く
こ
と
に
力
點
を
置
い
て
い
た
の
に
封
し
、
變
容
し
た
關
羽
と
貂
蝉
を
め
く
る
物

語
て
は
、
關
羽
の
英
雄
ふ
り
を
描
き
な
か
ら
、
貂
蝉
の
智
徳
に
優
れ
た
さ
ま
も
力

を
込
め
て
描
寫
し
て
い
る
點
て
あ
る
。
貂
蝉
像
か
大
き
く
轉
換
し
た
こ
と
て
、
關

羽
中
心
の
物
語
か
ら
、
關
羽
と
貂
蝉
の
二
人
を
肯
定
的

に
描
く
物
語

へ
と
變
容
し

た
の
て
あ
る
。

四
、
關
羽
と
貂
蝉
を
め
ぐ
る
物
語
の
背
景

以
上
、
關
羽
と
貂
蝉
を
め
く
る
物
語
に
つ
い
て
、
「關
羽
か
貂
蝉
を
斬
る
物
語
」



と
、
そ
の
後
の
變
容
し
た
物
語
と
を
そ
れ
ぞ
れ
見
て
き
た
。
本
節
て
は
こ
れ
ら
の

物
語
の
背
景
に
つ
い
て
、
い
く

つ
か
の
觀
點
か
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
。

(
一
)

「關
羽
が
貂
蝉
を
斬
る
物
語
」
は
な
ぜ
生
ま
れ
た
か

そ
も
そ
も
關
羽
か
貂
嬋
を
斬
る
と
い
う
物
語
は
と
う
し
て
生
ま
れ
た
の
た
ろ
う

か
。
貂
蝿
か
架
空
の
人
物
て
あ
る
以
上
、
こ
の
話
か
史
實
て
な
い
こ
と
は
明
白
て

あ
る
。
し
か
し
、
史
書

の
中
に
女
性
に
ま
つ
わ
る
關
羽
の
逸
話
か
な
い
わ
け
て
は

な
い
。
陳
壽

『
三
國
志
』
關
羽
傳

の
裴
松
之
庄
に
引
く

『蜀
記
』

に
は
、
次

の
よ

う
な
話
か
見
え
る
。

曹
公

(曹
操
)
か
劉
備
と
共
に
呂
布
を
下
邱
に
包
圍
し
た
時
、
關
羽
か
曹

公
に
、
「呂
布
は
秦
宜
碌
に
救
援
を
求
め
に
行
か
せ
ま
し
た
か
、
私
は
そ
の

妻

(秦
宜
腺
の
妻
)
を
所
望
し
た
い
」
と
言
上
し
た
と
こ
ろ
、
曹
公
は
こ
れ

を
許
し
た
。
呂
布
を
討
ち
破

っ
た
時
に
、
關
羽
は
ま
た
何
度
も
同
じ
こ
と
を

曹
公
に
言
上
し
た
。
曹
公
は
そ
の
女
か
美
人
な
の
て
は
な
か
ろ
う
か
と
疑
い
、

先
に
連
れ
て
來
さ
せ
て
顏
を
見
る
と
、
自
分
の
も
と
に
留
め
た
。
關
羽
は
心

ロお
ロ

中
穩
や
か
て
な
か

っ
た
。

こ
の
逸
話
か
ら
次
の
二
つ
の
こ
と
か
い
え
る
。

一
つ
は
、
實
際

の
關
羽
は
決
し

て
女
色
を
好
ま
な
い
高
士
な
と
て
は
な
く
、
む
し
ろ
女
好
き
て
あ

っ
た
と
い
う
こ

と
。
も
う

一
つ
は
、
こ
の
逸
話
か
關
羽
と
美
女
に
關
す
る
物
語
か
生
ま
れ
る
素
地

と
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
て
あ
る
。
特
に
、
こ
の
逸
話
か
曹
操
ら
に
よ
る
呂
布
討

伐
時
の
こ
と
て
あ
る
點
は
興
味
深
い
。
關
羽
か
求
め
た
秦
宜
碌
な
る
人
物

の
妻
を
、

呂
布
の
妻

・
貂
嬋
と
入
れ
替
え
れ

は
、
關
羽
と
貂
蝉
の
物
語
か
出
來
上
か
る
て
は

な
い
か
。

關
羽
と
貂
蝉

こ
の
よ
う
に
史
書

の
中
に
關
羽
と
貂
蝉
を
め
く
る
物
語
か
生
ま
れ
る
手
掛
か
り

を
見
出
す
こ
と
は
て
き
る
。
そ
れ
て
は
な
ぜ
關
羽
は
貂
蝿
を
斬
る
こ
と
に
な

っ
た

の
か
。
關
羽
は
な
ぜ
貂
蝉
を
斬
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
か
。
そ
の
原
因
と

し
て
二
點
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
は
、
女
性
を

「
蝸
水
」、
す
な
わ
ち

人
を
惑
わ
し
物
事
を
ぶ
ち
壞
す
禍
の
元
と
見
る
中
國
の
傳
統
的
な
思
想
て
あ
る
。

そ
し
て
も
う

一
つ
は
、
關
羽
崇
拜
の
影
響
て
あ
る
。
以
下
に
詳
し
く
述
べ
た
い
。

ハぬ
ソ

女
性
を
禍
の
元
と
見
る
思
想
は
古
く
か
ら
あ

っ
た
。
中
國
の
歴
史
を
見
て
も
、

殷

の
妲
己
、
周
の
襃
姆
、
呉
の
西
施
、
唐
の
楊
貴
妃
な
と
と
い
っ
た
亡
國
の
美
女

と
さ
れ
る
女
性
か
い
る
。
君
主
か
女
色
に
迷

っ
て
國
政
を
誤

っ
て
も
、
そ
の
責
任

を
女
性
の
方
に
轉
嫁
し
て
い
た
わ
け
て
あ
る
。
ま
た
、
小
説

『水
滸
傳
』
に
は
女

ハあ
ね

性
を
徹
底
的
に
敵
視
す
る
傾
向
か
見
ら
れ
る
か
、
こ
れ
も
女
性
を
醍
の
元
と
み
な

す
思
想
の
強
い
表
れ
て
あ
る
。

「關
羽
か
貂
蝉
を
斬
る
物
語
」

に
お
け
る
貂
蝉
は
、
最
初
か
ら
呂
布

の
妻
と

い

う
設
定
に
な

っ
て
お
り
、
夫
か
滅
ほ
さ
れ
る
や
、
手
の
ひ
ら
を
返
し
た
よ
う
に
關

羽
に
お

へ
っ
か
を
使

っ
て
保
身
を
圖
る
。
徹
底
的
に
、
不
義
不
貞
に
し
て
、
美
貌

て
男
を
惑
わ
す
惡
女
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
惡
女
か
、
義
を
重
ん

じ
、
女
色
を
好
ま
な
い
關
羽
に
よ
っ
て
成
敗
さ
れ
る
と
い
う
物
語
の
根
底

に
は
、

明
ら
か
に
女
性
を
禍
の
元
と
み
な
す
思
想
か
あ
る
と
い
え
よ
う
。

先
述

の
如
く
、
『
三
國
志
卆
話
』
や
元
雜
劇

「錦
雲
堂
美
女
蓮
環
記
」
と
い

っ

た

『
三
國
志
演
義
』
成
立
以
前
の
作
品
て
も
、
貂
蝉
は
も
と
も
と
呂
布
の
妻
と
い

う
設
定
に
な

っ
て
い
た
。
貂
螺
か

「連
環
の
計
」
に
協
力
し
た
の
は
、
單
に
夫

・

呂
布
と
再
び
結
ば
れ
た
い
か
た
め
で
あ
り
、
國
家
や
民
を
憂
え
て
の
こ
と
て
は
な

い
。
お
そ
ら
く
こ
れ
が
、
「關
羽
か
貂
蝉
を
斬
る
物
語
」
か
生
ま
れ
た
當
時
に
あ

っ

て
も
普
遍
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
貂
蝉
像
た
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、

「
關
羽
か
貂
蝉
を
斬
る
物
語
」
に
登
場
す
る
貂
蝉
像
も
、
女
性
を
禍
の
元
と
す
る

一
四
三



日
本
中
國
學
會
報

第
五
十
六
集

思
想
と
相
俟

っ
て
、
違
和
感
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
か

っ
て
、
「
關
羽
か
貂
嬋

を
斬
る
物
語
」
は
、
關
羽
か
正
義
を
守
る
た
め

に
惡

(悪
女
)
を
斬
る
と
い
う
の
が
圭
題

て
あ
り
、
あ
く
ま
て
も
關
羽
の
高
潔
な

人
品
や
英
雄
ぶ
り
か
強
調
さ
れ
て
い
る
。
「
關
羽
か
貂
蝉
を
斬
る
物
語
」
は
關
羽

を
引
き
立
て
る
物
語
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
關
羽
が
貂
蝉
を
斬
る
こ
と
に
な

っ
た
も
う

一
つ
の
原
因
と
し
て
考
え

ら
れ
る
の
か
、
關
羽
崇
拜
の
影
響

で
あ
る
。
現
在

て
も
關
羽
は
神
と
し
て
崇
拜
さ

れ
て
い
る
か
、
隋
唐
の
頃
に

一
部
地
域
の
信
仰
と
し
て
始
ま

っ
た
關
羽
崇
拜
は
、

ロお
 

宋
代
以
降
、
中
國
各
地
に
廣
か

っ
て
い
っ
た
。
北
宋
以
降

の
各
王
朝

の
皇
帝
た
ち

お
 

は
關
羽
に
對
し
て
次
々
と
爵
位
を
追
膾
し
、
ま
た
、
各
地

に
關
帝
廟
か
建
立
さ
れ

て
い

っ
た
。

こ
う
い

っ
た
關
羽
崇
拜
と
の
關
係
を
踏
ま
え
、
丘
振
聲
氏
は

「
關
羽
か
貂
蝉
を

斬
る
物
語
」
に

つ
い
て
、

(他
人

の
妻
を
求
め
る
と
い
う
)
關
羽
の
こ
う
い

っ
た
行
爲
は
、
も
と
も

と
封
建
統
冶
階
級
に
あ

っ
て
は
ご
く
普
逋
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
:

し
か
し
、

人
々
に
瀞
の
如
く
崇
拜
さ
れ
て
い
る
關
羽
に
と

っ
て
、
こ
の
よ
う
な
色
戀
沙

汰
は
、
と
う
あ

っ
て
も
面
目
か
立
た
な
い
こ
と
で
あ
り
、
雅
や
か
さ
に
傷
か

つ
い
て
し
ま
う
。
や
は
り
抹
淌
す
る
に
限
る
。
「斬
貂
」
(關
羽
か
貂
蝉
を
斬

る
)

の
よ
う
な
芝
居
は
お
お
か
た
關
羽
の
尊
嚴
を
守
る
た
め
に
創
作
さ
れ
た

  

の

で
あ

ろ

う
。

と
述

へ
て
い
る
。
關
羽
か
貂
蝉
を
斬
る
こ
と
に
な

っ
た
理
由
と
し
て
、
こ
の
見
方

は
妥
當
と
い
え
る
か
、
さ
ら
に
言
葉
を
足
す
必
要
か
あ
る
。

一
口
に
紳
と
い
っ
て

も
樣
々
で
あ
り
、
必
す
し
も
全

て
の
紳
か
色
戀
沙
汰
に
無
縁
と
は
限
ら
な
い
か
ら

一
四

四

 み
 

た
。
た
た
、
關
羽
に
限

っ
て
い
え
は
、
義
に
厚
い
と
こ
ろ
や
女
色
を
好
ま
な
い
と

こ
ろ
か
そ
の
崇
拜
さ
れ
る
要
因
て
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
關
羽
か
他
人
の
妻

ハロ
レ

を
求
め
る
な
と
と
は
、
受
け
入
れ
ら
れ
難
い
話
だ

っ
た
と
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
先

に
引

い
た
關
羽
か
他
人

の
妻
を
求
め
る
件

(『
三
國
志
』
關
羽
傳
の

裴
松
之
庄
に
引
く

『
蜀
記
』
の
記
載
)
に
見
え
る

「
そ
の
妻
」
(原
文

「
其
妻
」)

と
は
、
秦
宜
碌
の
妻
で
あ
る
か
、
こ
れ
か
呂
布
の
妻
と
誤
讀
さ
れ
る
こ
と
も
多
か

っ

ハむ
ね

た
よ
う
て
あ
る
。
呂
布
の
妻
と
い
え
は
貂
蝉
と
い
う
こ
と
て
、

こ
う
し
て
關
羽
が

他
人
の
妻
を
求
め
た
話
は
、
關
羽
か
惡
女

・
貂
蝉
を
成
敗
す
る
物
語

へ
と
作
り
變

え
ら
れ
た
の
て
あ
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
關
羽
が
好
色
だ

っ
た
と
い
う
汚
點
を
抹

滔
し
、
關
羽
の
好
感
度
を
高
め
る
こ
と
か
で
き
る
わ
け
た
、

(二
)

『
三
國
志
演
義
』
は
な
ぜ

「
關
羽
が
貂
蝉
を
斬
る
物
語
」
を

採
用
し
な
か

っ
た
か

冒
頭

て
迹

べ
た
よ
う
に
、
『
三
國
志
演
義
』
の
中
に

「關
羽
か
貂
嬋
を
斬
る
物

語
」
は
な
い
。
『
三
國
志
演
義
」
は
な
ぜ

「關
翡
か
貂
蝉
を
斬
る
物
語
」
を
採
用

し
な
か

っ
た
の
か
。
續
い
て
こ
の
問
題
に
つ
い
て
檢
討
し
た
い
。

第

一
に
考
え
ら
れ
る
理
由
は
、
『
三
國
志
演
義
』
の
歴
史
志
向

の
強
さ
て
あ
る
。

明

の
蒋
大
器
は
、
「
『三
國
志
通
俗
演
義
』
序
」

の
中

で
次

の
よ
う
に
遞

へ
て
い

る
。

前
代

(元
代
)
に
は
野
史
に
よ

っ
て

「
評
話
」

(李
話
)
を
作
り
、
目
の

不
自
由
な
者
に
語
ら
せ
て
い
た
か
、
そ
の
中
の
言
葉
は
卑
し
く
誤
り
も
多
く

て
野
卑
に
失
し
て
い
た
の
て
、
士
君
子
は
多
く
こ
れ
を
嫌

っ
て
い
た
。
東
原

の
羅
貫
中
は
、
罕
陽
の
陳
壽

の

『
三
國
志
』
を
も
と
に
、
諸
國
史
と
つ
き
合

わ
せ
、
後
漢
靈
帝
の
中
卒
元
年
か
ら
、
晉
の
太
康
元
年
ま
で
の
こ
と
を
、
庄



意
深
く
取
捨
選
擇
し
て
編
み
、
こ
れ
を

『三
國
志
逋
俗
演
義
』
と
名
付
け
た
。

文
は
あ
ま
り
難
し
く
な
く
、
言
葉
は
あ
ま
り
卑
俗
て
な
く
、
事
實
を
記
し
て

ハお
ロ

い

て
、

歴
史

に
近

い
。

羽
が
そ
の
よ
う
な
貂
蝉
を
斬
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
人
物
像

の

矛
盾
か
生
し
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
『
三
國
志
演
義
』

で
は

「關
羽
か
貂
蝉
を

斬
る
物
語
」
を
探
用
し
な
か

っ
た
と
考
え
る
の
か
爰
當
て
あ
ろ
う
。

ま
た
、
清
代

て
は
あ
る
が
、

『
三
國
志
演
義
』

に
改
訂
を
加
え
た
毛
宗
崗
も

『
三
國
志
演
義
』
の

「凡
例
」
て
次

の
よ
う
に
言
う
。

後
の
人
が
捏
造
し
た
こ
と

の
う
ち
、
俗
本
の

『演
義
』
に
は
な
い
か
、
今

日
の

「傳
奇
」
(戯
曲
)
に
あ

る
も
の
に
、
關
公

(關
羽
)
が
貂
嬋
を
斬
る
、

張
飛
か
周
瑜
を
捉
え
る
な
ど
と
い

っ
た
も
の
か
あ
る
か
、
こ
れ
ら
か
い
つ
わ

り
て
あ
る
こ
と
は
、
今
の
人

の
知
る
と
こ
ろ
て
あ
る
。

:
今

こ
れ
ら
全

て

ロ 
 

を
削
除
し
、
讀
者
か
て
た
ら
め
に
惑
わ
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
た
。

し
た
か

っ
て
、
關
羽
か
貂
蝉
を
斬
る
な
と
と
い
う
こ
と
が
史
實
て
な
い
か
ら
、

な
る
べ
く
史
實

に
近

つ
け
よ
う
と
し
た

『
三
國
志
演
義
』
て
は

「關
羽
が
貂
蝉
を

斬
る
物
語
」
か
採
用
さ
れ
な
か

っ
た
、
と
考
え
る
の
は
妥
當
て
あ
る
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
貂
蝉
は
架
空
の
人
物
て
あ
る
。
そ
の
架
空

の
人
物
で
あ
る

貂
蝉
か

『
三
國
志
演
義
』
に
登
場
す
る
以
上
、
た
た

『
三
國
志
演
義
』
の
歴
史
志

向
の
強
さ
の
み
を
も

っ
て
、
こ
の
小
説
か

「關
羽
か
貂
蝿
を
斬
る
物
語
」
を
探
用

し
な
か

っ
た
理
由
と
す
る
の
は
問
題
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
も
う

一
つ
の
理
由
と
し
て
、
「
關
羽
か
貂
蝉
を
斬
る
物
語
」
を
採
用

す
る
と
、
『
三
國
志
演
義
』
に
お

け
る
關
羽
と
貂
嬋

の
人
物
像
に
矛
盾
を
き
た
す

と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
『
三
國
志
演
義
』
に
登
場
す
る
貂
蝿
は
、
も
は
や

不
義
不
貞

の
悪
女
て
は
な
い
。
容
貌
か
美
し
い
ば
か
り
て
な
く
、
勇
敢
で
機
知
に

富
み
、
義
を
重
ん
じ
る
女
性
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
。
や
は
り
義
を
重
ん
し
る
關

關
羽
と
貂
蝉

(三
)

關
羽
と
貂
蝉
を
め
ぐ
る
物
語
の
變
容
の
背
景

先
に
見
た
逋
り
、
そ
の
後
、
關
羽
と
貂
蝉
を
め
く
る
物
語
は
變
容
を
見
せ
る
。

こ
の
變
容
の
背
景
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
お
こ
う
。

『三
國
志
演
義
』
の
登
場
に
よ
っ
て
、
新
た
な
品
行
方
正
な
貂
蝉
像
か
普
及
し
、

定
着
し
て
い
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、

一
般
民
家
か
み
な

『
三
國
志
演
義
』
を
讀
む
こ

と
か
て
き
た
わ
け
て
は
な
い
。
多
く
は
、
『
三
國
志
演
義
』
を
も
と
に
改
編

・
改

作
さ
れ
た
戯
曲
や
語
り
物
な
ど
を
逋
し
て
、
新
た
な
貂
螺
像
を
受
容
し
て
い
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
新
た
な
貂
蝿
像
か
定
着
す
れ
は
す
る
ほ
と
、
先
ほ
と
迹

へ
た
よ

う
な
關
羽
と
貂
蝉
の
人
物
像

の
矛
盾
か
ら
、
「關
羽
か
貂
蝉
を
斬
る
物
語
」
に
對

す
る
反
發
か
生
ま
れ
て
く
る
。
前
に
も
引
い
た
よ
う
に
、
諸
葛
味
水
は

「俗
に
演

し
ら
れ
て
い
る

『斬
貂
蝉
』
は
ほ
と
ん
ど
て
た
ら
あ
」
と
考
え
て
お
り
、
ま
た
、

毛
宗
崗
も

『
三
國
志
演
義
』
第
八
回
の
總
評
の
中
で
、

最
も
恨
む
ら
く
は
今
の
人
か
關
公
か
貂
蝉
を
斬
る
話
を
誤

っ
て
傳
え
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
貂
蝉
に
は
斬
る

へ
き
罪
は
な
く
、
む
し
ろ
た
た

ハ 
り

え
る

へ
き
功
績
か
あ
る
。

と
遮

へ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
關
羽
と
貂
螺
を
め
ぐ
る
物
語
は
變
容
し
、
『三
國
志
演
義
』
の
人
物

像
に
則

っ
て
、
矛
盾
の
生
じ
な
い
新
し
い
物
語
が
作
ら
れ
た
の
て
あ
る
。
そ
の
結

一
四
五



日
本
中
國
學
會
報

第
五
十
六
集

果
、
貂
蝉
か
關
羽
に
斬
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
、
『
三
國
志
演
義
』
の
人
物
像
に
な

し
ん
だ
人
々
に
と

っ
て
納
得

の
い
く
物
語
と
な

っ
た
。
ま
た
、
子
弟
書

「十
間
十

答
」
の
よ
う
に
、
貂
蝉
を
下
凡
し
た
仙
女
と
す
る
設
定
も
出
て
く
る
か
、
こ
れ
は

『
三
國
志
演
義
』
に
よ

っ
て
高
め
ら
れ
た
貂
蝉
像
か
、
そ
の
後
獨
り
歩
き
し
て
行

き
着
く
と
こ
ろ
ま
て
行

っ
た
結
果

と
い
え
よ
う
。

(四
)

「
關
羽
が
貂
蝉
を
斬
る
物
語
」
は
な
ぜ
殘

っ
た
か

關
羽
と
貂
蝉
を
め
く
る
物
語
か
變
容
し
、
新
し
い
物
語
か
生
ま
れ
た

一
方
て
、

「
關
羽
か
貂
嬋
を
斬
る
物
語
」
か
生
き
殘

っ
て
い
る
の
も
ま
た
事
實
て
あ
る
。
京

劇
に
こ
の
演
目
か
あ
る
し
、
民
間
傳
説

「關
羽
月
下
斬
貂
蝉
」
も
傳
わ

っ
て
い
る
。

『
三
國
志
演
義
』
か
切
り
捨
て
た

に
も
か
か
わ
ら
す
、
こ
の
物
語
か
殘

っ
た
の
は

何
故
て
あ
ろ
う
か
。

『
三
國
志
演
義
』

の
登
場
後
、

こ
の
小
読
か
甚
た
大
き
な
影
響
力
を
持

っ
た
こ

と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
『
三
國
志
演
義
』
以
後
に
作
ら
れ
た

「
三
國
志
」
も

の
の
文
藝
作
品
は
、
多
く
か

『
三
國
志
演
義
』
に
も
と
つ
い
て
い
る
。
京
劇
の
中

に
は
そ
う
い
っ
た
演
目
か
多
々
見
ら
れ
る
し
、
本
稿
て
取
り
上
げ
た
彈
詞

『三
國

 
 
ロ

志
玉
璽
傳
』
も

『
三
國
志
演
義
』

に
負
う
と
こ
ろ
か
大
き
い
。

し
か
し
、
『
三
國
志
演
義
』
は
知
識
人
の
手

に
な
る
小
説
て
あ
る
。
し
た
か

っ

て
、
探
り
入
れ
る
物
語
の
選
擇
は
知
識
人

の
價
値
觀
に
よ

っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。

先
述
の
通
り
、
「
關
羽
か
貂
蝉
を
斬
る
物
語
」
は
、
人
物
像
に
矛
盾
か
生
し
る
こ

と
を
避
け
る
た
め
に

『三
國
志
演
義
』
に
探
用
さ
れ
な
か

っ
た
と
み
ら
れ
る
わ
け

た
か
、
こ
れ
は
あ
く
ま
て
も
知
識
人
側

の
選
擇
に
過
き
な
い
。

民
聞
の

一
般
大
家
の
價
値
觀
は
知
識
人

の
そ
れ
と

一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
。

先
に
も
觸
れ
た

『水
滸
傳
』
は
、
『
三
國
志
演
義
』
と
比

べ
る
と
多
分
に
粗
野
で

あ
り
、
そ
の
底
流
に
あ
る
價
値
觀
は
知
識
人

の
そ
れ
で
は
な
く
、

一
般
民
家
の
も

一
四
六

の
に
近
い
。
そ
の

『水
滸
傳
』
に
は
女
性
を
徹
底
的
に
敵
靦
す
る
傾
向
か
見
ら
れ

る
わ
け
て
、
こ
れ
は

「
關
羽
か
貂
嬋
を
斬
る
物
語
」
と
相
通
し
る
も
の
が
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
知
識
入
か

「關
羽
か
貂
蝉
を
斬
る
物
語
」
を
嫌

っ
た
の
に
封
し
、

一

般
民
衆
の
聞
て
は
こ
う
い
っ
た
物
語
は
む
し
ろ
好
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像

さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
『
三
國
志
演
義
』
に
見
ら
れ
る
知
識
人
の
價
値
觀
と
は
異
な

る

一
般
民
彖
の
價
値
觀
か
、
「關
羽
か
貂
蝉
を
斬
る
物
語
」
を
生
き
殘
ら
せ
、
今

日
ま
で
傳
え
さ
せ
た
の
て
は
な
か
ろ
う
か
。
先
迹

の
通
り
、
『三
國
志
演
義
』
は

確
か
に
大
き
な
影
響
力
を
持
ち
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
人
物
像
も

一
般
民
家
の
聞
に

普
及
し
た
。
し
か
し
、
『
三
國
志
演
義
』
が
探
用
し
な
か

っ
た
物
語
か
全
て
驅
逐

さ
れ
た
わ
け
て
は
な
い
の
で
あ
る
。

『
三
國
志
演
義
』
は
あ
く
ま
て
も
知
識
人
の
價
値
觀
に
よ

っ
て
選
擇
さ
れ
た
物

語
を
傳
え
て
い
る
に
過
き
な
い
。
『三
國
志
演
義
』
に
探
用
さ
れ
ず
と
も
生
き
殘

っ

て
き
た

「
關
羽
か
貂
蝉
を
斬
る
物
語
」
に
よ

っ
て
、
我
々
は
綿
々
と
受
け
繼
か
れ

て
き
た

一
般
民
衆

の
價
値
觀
に
よ
る

「
三
國
志
」
物
語
を
知
る
こ
と
か
て
き
る
の

て
あ
る
。

結
び

以
上
、
關
羽
と
貂
蝉
を
め
く
る
物
語
を
、
「
關
羽
か
貂
蝉
を
斬
る
物
語
」
と
、

そ
の
後
の
變
容
し
た
物
語
と
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
紹
介
し
、
こ
れ
ら
の
物
語
の
背

景
に
つ
い
て
論
し
て
き
た
。
最
後
に
、
關
羽
と
貂
蝉
を
め
く
る
物
語
全
體

に
つ
い

て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

「
關
羽
が
貂
蝉
を
斬
る
物
語
」

て
は
、
民
聞
の

一
般
大
衆
の
間
で
形
作
ら
れ
た

關
羽
と
貂
蝉

の
人
物
像
に
も
と

つ
く
物
語
展
開
か
見
ら
れ
た
。
特
に
、
貂
蝉
は

『
三
國
志
演
義
』
と
は
違
い
、
不
義
不
貞
の
惡
女
と
し
て
登
場
し
た
。
し
か
し
、

『
三
國
志
演
義
』

の
成
立
と
普
及
に
よ

っ
て
、
古
い
人
物
像
は
追
い
や
ら
れ
、
『
三



ー

國
志
演
義
』
に
見
ら
れ
る
人
物
像

が
、
人
々
の
思
い
描
く
關
羽
像

・
貂
嬋
像
の
主

流
と
な
り
、
二
人
を
め
ぐ
る
物
語
も
そ
れ
に
も
と
つ
い
て
作
り
直
さ
れ
て
い
っ
た
。

そ
の
結
果
、
關
羽
と
貂
蝉
を
め
ぐ

る
物
語
は
、
關
羽
を
引
き
立
て
る
物
語
か
ら
、

關
羽
を
引
き
立
て
つ
つ
も
貂
蝉
を

も
引
き
立

て
る
物
語

へ
と
變
容
し
て
い
っ
た
と

い
え
る
。

し
か
し
、
そ
の

一
方
で
、
「關
羽
が
貂
蝉
を
斬
る
物
語
」
も
今
日
ま
で
生
き
續

け
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
こ
の
物
語
か
人
々
を
と
ら
え
て
離
さ
な
い
魅
力
を
持

っ

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
そ
れ
は
、
『
三
國
志
演
義
』
に
採
用
さ
れ
な
か

っ

た
物
語
を
支
持
す
る

一
般
民
家
の
價
値
觀
か
、
「
關
羽
が
貂
蝿
を
斬
る
物
語
」

に

流
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
中
に
は
、
民
聞
傳
説

「關
羽
月
下
斬
貂
蝉
」
の
よ
う

に
、
そ
れ
ま
て
の
も
の
よ
り
關
羽

は
や
や
人
情
深
く
、
ま
た
貂
嬋
も
不
義
不
貞
て

な
い

「
關
羽
か
貂
蝉
を
斬
る
物
語
」
も
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

『三
國
志
演
義
』

に
よ
っ
て
定
着
し
た
新
た
な
人
物
像

の
影
響
だ
が
、
た
と
え
形
を
變
え
る
と
も
、

「
關
羽
か
貂
蝿
を
斬
る
物
語
」
は
こ
れ
か
ら
も
傳
え
ら
れ
て
い
く
に
違

い
な
い
。

注(
1
)

從
來
、
多

く

の
研
究
者

か

『
三
國
志
演
義
』

に
お
け
る
關

羽
像

に

つ
い

て
の
論
考

を
發
表

し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
紙
幅

の
關
係

で
主

な
も

の
を
擧
げ

る
に
と
と
む
。
董

毎
戡

『
三
國
演
義
試

論
』

(上
海
古

典
文
學
出
版

瓧
、

一
九

五
六

年
、
七

〇
～

八

一

頁
)
、
李
希
凡

「略
論

『
三
國
演
義
』
里
的
關
羽
的
形
象
」
(
『文
藝
報
』

一
九
五
九
-

一
七
)
、
劍
鋒

「
『
三
國
演
義
』
如
何
塑
造
關
羽
的
藝
術

形
象
」

(『
海
南
師

專
學
報
』

一
九
八

ニ
ー

二
)
、
周
兆
新

『
三
國
演
義
考
評
』

(北
京
大
學
出
版
瓧
、

一
九
九
〇
年
、

一
六

二
～

一
七
六
頁
)
、

井
波

律
子

『
三
國
志
演
義
』

(岩
波
新
書
、
岩
彼

書
店
、

一

九
九

四
年
、
八
五
～

一
一
三
頁
)
。

(
2
)

場
面
名

に

つ
い

て
は
中

國
で

一
般
的

に
通
用

し
て
い
る
も

の
を

用
い
た
。
卷
數
は

『
三
國
志
演
義
』

の
現
存
最
古

の
版
本

と
さ
れ
る
嘉
靖

元
年
本

に
據

る
。

關
羽
と
貂
蝉

(3
)

貂
蝉
像
に

つ
い
て
は
次

の
よ
う
な
論
考

が
あ
る
。

劍
鋒

「
巾
幗
不
讓
須
眉
ー

論

《
三
國
演
義
》
中
的
婦
女

韵
藝
術

形
象
」

(
『
《
三
國
演
義
》
研
究
集
』

四
川
省
肚
會
科

擧
院
出
版
瓧
、

一
九

八
三
年

)
、
李
春
禪

「
淺
論
貂
蝉
」

(
『
《
三
國
演
義
》
論
文
集
』

中
州
古
籍
出
版
瓧
、

一
九
八
五
年
)
、
胡
邦
偉

「論
貂
蝉
」

(『
《
三
國
演
義
》
論
文
集
』

中
州
古
籍
出
版
肚
、

一
九

八
五
年
)。

(4
)

呂
布

亡
き
後

の
貂
嬋

に

つ
い

て
は
、
羅
貫
中

の
原
作
に
最
も
近

い
と

い
わ
れ
る
葉

逢
春
本

(嘉
靖

二
十
七

年

〔
一
五

四
八
〕
)

は
し
め
、
目

を
通
し
得

た
明

代

の
版
本

の
う
ち
周
日
校
本

・
英

雄
譜

本

・
余
象
斗

本

・
志
傳

評
林
本

・
鄭
少
垣
本

・
鄭
雲
林

本

・
楊
閾
齋
本

・
湯
賓

尹
本

・
劉
龍
田
本

・
笈
郵
齋
本

は
、

い
ず
れ
も
嘉
靖
元
年
本

と
同
し

(
二
十
卷
簡
本
系
諸
本

〔朱
鼎
臣
本

・
黄
正
甫
本
な
と
〕
は
こ
の
箇
所
省
略
)
。

清
代

の
毛
本

で
は
、

「
將
呂
布
妻
女
載
回
許

都
」
と
あ
る

の
み
て
、
評

に

「
未
識
貂

蝉
亦
在
其
中
否
」
と

あ
る
。
尚
、

『
三
國
志
演
義
』

の
版
本

と
そ

の
系
統

に

つ
い
て

は
、

中
川
論

『
「
三
國
志
演
義
」

版
本

の
研
究
』

(
汲
古
書
院

、

一
九
九

八
年
)
を
參

照
。

(5
)

『
三
國
志
罕
話
』
卷
上

で
貂
蝉

は
自
分

の
身
の
上

に

つ
い
て
、

「
賤
妾
本
姓

任
、
小

マ
マ

マ
マ

字
貂
埋
、
家
長
是
呂
布
、
自
臨
兆
府
相
失
、
至
今
不
曾
見
面
」
と
遮
へ
る

(國
立
公

文
書
館
内
閣
文
庫
藏

『全
相
夲
話
』
所
收

『至
治
新
刊
全
相
準
話
三
國
志
』
に
據
る
)。

(6
)

徐
文
昭
編
。
嘉
靖
三
十
二
年

(
一
五
五
三
)
、
簷
氏
進
賢
堂
重
刊
。
現
在
は
ス
ペ

イ
ン
・
エ
ス
コ
リ
ア
ル
王
立
圖
書
館
藏
。
「風
月
錦
嚢
」
「全
家
錦
嚢
」
「全
家
錦
嚢

續
編
」
の
三
部
分
か
ら
成
る
。
詳
し
く
は
孫
崇
濤

『風
月
錦
嚢
考
釋
』
(中
華
習
局
、

二
〇
〇
〇
年
)
を
參
照
。
尚
、
本
稿
で
は

『風
月
錦
嚢
』
に
つ
い
て
は

『善
本
戲
曲

叢
刊
』
第
四
輯

(臺
灣
學
生
書
局
、

一
九
八
七
年
)
所
收
の
影
印
本
に
撮
り
、
孫
崇

濤
・
黄
仕
忠
箋
校

『風
月
錦
嚢
箋
校
』
(中
華
書
局
、
二
〇
〇
〇
年
)
を
參
照
し
た
。

(7
)

「全
家
錦
嚢
續
編
」
卷
二
。
内
題

「精
選
續
編
賽
全
家
錦
三
國
志
大
全
」。
既
成
の

元
明
雑
劇
や
南
戲
の
三
國
戯
を
寄
せ
集
め
た
も
の
で
、
曲
調
は
北
曲
と
南
曲
と
か
混

ざ
っ
て
い
る
。
尚
、
「三
國
志
大
全
」
を
中
心
に
明
代
の
三
國
故
事
傳
播
の
形
態
を

論
し
た
も

の
に
、
上

田
望

「
明
代

に
お
け
る
三
國
故
事

の
通

俗
文

藝

に

つ
い
て
ー

一
四
七



日
本
中
國
學
會
報

第
五
十
六
集

『
風
月
錦
嚢
』
所
收

『
精
選
續
編
賽
全
家
錦
三
國
志
大
全
』
を
手
掛
か
り
と
し
て

ー

」

(『
東
方
學
』
第
八
十

四
輯
、

一
九
九

二
年
)
か
あ

る
。

(
8
)

『
風
月
錦

嚢
』
所
收

「
三

國
志
大

全
」

に
見

ら
れ
る
關

羽
か
貂
蝉
を
斬

る
場

面

に

つ
い
て
は
、
散
佚

し
た
雜
劇

「
關
大
王
月
下
斬
貂
蝉
」

に
負

う
と

こ
ろ
か
大
き
か

っ

た

の
で
は
な
い
か
、

あ
る

い
は

こ
の
雜
劇
そ

の
も

の
で
は
な
い
か

(
但
し
③
～
⑥

の

部
分

に
限

る
)

と

い

っ
た
指
摘
か
あ
る
。
前
掲
庄

(
7
)
上

田
氏
論
文
、
お
よ
び
黄

仕
忠

「
『
三
國
志
』

戯
文
考
」

(
『
中
山
大
學
學
報
』

〔瓧
會
科
學

版
〕
、

一
九
九
七
-

五
)
參
照
。

(
9
)

「
三
國
志

大
全
」

の
關
羽

か
貂
蝉

を
斬
る
場
面

の
内
容

に

つ
い
て
は
、

井
上

泰
山

「
貂
蝉
像

の
檢
證
」

(『
關
西
大

學
東

西
學
術
研
究
所
紀

要
』

三
六
、

二
〇

〇
三
年
)

て
詳
し
く
檢
討
さ
れ

て
い
る
。

(
10
)

胡
文
煥
編
。
現
存

三
十
九
卷
。
本
稿

で
は
胡
文
煥
編

『
群
音

類
選
』
全
四
冊

(中

華
書
局
、

一
九
八
〇
年
)
を
用

い
た
。

(
11
)

「
關
斬
貂

蝉
」
十

三
曲

の
う
ち
、

四
曲
は
文
字

か

「
三

國
志
大
全
」

と
似
通

っ
て

お
り
、
兩
者

は
繼
承
關
係

に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
12
)

現
在
逋
行

し
て
い
る

『
綴
白
裘
』
十
二
集

(各
集

四
卷
)

は
乾
隆

四
十
二
年

(
一

七
七
七
)

に
編
集

さ
れ
た
も

の
。
同
名

の
書

は
明
末

か
ら
す

で
に
あ

っ
た
と

い
う
。

本
稿

で
は

『
善
本

戯
曲

叢
刊
』
第
五
輯

(臺
灣
學
生
書
局
、

一
九
八
七
年
)
所
收

の

影
印
本

を
用

い
、

汪
協
如
點
校

『
綴
白
裘
』

(中

華
書
局
、

一
九
五
五
年

)
を
參
照

し
た
。

(
13
)

『
三

國
志

甼
話
』

卷
上

に
は
虎
牢
關

に
て
張

飛
か

一
人

て
呂
布
を
破

る
場
面
か
あ

る
。
元

・
鄭
光

租

「
虎
牢
關
三
戰
呂
布
」
雜
劇

に
お
い
て
も
張
飛

は
主
役
と
し

て
最

も
活
躍
す

る
。

(
14
)

『
戲
考
』
十
七
冊

(中
華
圖
書
館
、

一
九

一
七
年
)

に
收
録
。

(
15
)

清
乾
隆
年
間
抄
本
。

撰
者
不
詳
。
全

二
十
卷
。

鄭
州
市

圖
書
舘
藏
。
本
稿

で
は
童

萬
周
校
點

『
三
國

志
玉
璽
傳
』

(
中
國
古
典
講

唱
文
學
叢
書

、
中
州
古
籍

出
版
肚
、

一
九
八
六
年
)
を
用

い
た
。

冖
四
八

(
16
)

湖
北
省
群
家
藝
術
館
編
、

江
雲

・
韓
致

中
主
編

『
三
國
外
傳
』

(上
海
文
藝

出
版

瓧
、

一
九
八
六
年
)
五
四
頁
。

爾
、

譯
書

に
立
聞
鮮
介

・
岡
崎
由
美
譯

『
三
國
志
外

傳
』

(徳

聞
書
店
、

一
九
九
〇
年
)
が
あ

る
。

(
17
)

本
節

に
擧
げ
た

「
關
羽
か
貂
嬋

を
斬
る
物
語
」
は
戯
曲

・
語
り
物

・
民
間
傳
説
と

異
な
る
樣
式

に
わ
た

っ
て
お
り
、
特

に
戲

曲

で
は
劇
種
も
樣
々

て
あ
る
。
各

樣
式
、

各
劇
種
は
そ
れ

ぞ
れ
異
な

っ
た
性
格

を
持

っ
て
お
り
、
本
來
は
そ
れ
ぞ
れ

の
性
格
を

踏
ま
え
た
上

で
、
分
析

・
樵
討
を
試
み

る

へ
き

て
あ
る
が
、
資
料
數

が
少
な

い
た
め
、

そ

の
よ
う

に
す

る
と
議
論
か
散

漫

に
な

っ
て
し
ま
う
感
は
否
め
な
い
。

從

っ
て
、
今

回
は
資
料

の
性
格

に

つ
い

て
は
ひ
と
ま
ず
置
き
、
多
少

の
變
化
は
あ
る
も

の
の
基
本

的
な
筋
立

て
が
共
通
す
る
物

語
か
、
異
な

る
文
學
樣
式

に
わ
た

っ
て
存
在
し

て
き
た

こ
と
に

の
み
注
目
し
た
い
。

(18
)

第
二
折

に
お

い
て
、
貂
嬋

は
王
允

に
、

「
恷
孩
兒

不
是
這
裏
人
、
是
忻

州
寒
燕
木

耳
村
人
氏
、
任
昂
之
女
、
小
字
紅
昌
。
因
漢
靈
帝
刷
宮
女
、
將
恷
孩
兒
選
入
宮
中
、

管
貂
蝉
冠
來
、
就
喚
做
貂
蝉
。
靈
帝
將
恷
孩
兒
賜
丁
建
陽
、
當

日
呂
布
與
丁
建
陽
爲

養
子
、
丁
建

陽
將
恷
孩
兒

匹
配
與

呂
布
爲
妻
。
因
黄
巾
賊
作
亂
、
俺
夫
妻
毎
失
散

了
。

恷
孩
兒
流
落

在
父
親
宅
中
、
將
珎
孩

兒
如
親
女

一
般
相

待
」
と
語

る

(
『
古
本
戲
曲

叢
刊
』

四
集

〔商
務
印
書
館
、

一
九
五
八
年
〕
所
收

『
脈
望
館
鈔
校
本
古
今
雜
劇
』

に
據
る
)
。

(19
)

諸
葛
君
以
俗
演

「
斬
貂
蝉
」
近
誕
、
故
以
此
女
修
道
登
仙
、
而
於
蔡
中
郎
妻

・
牛

太
師
女
相
會
、

是
認
熬

「
琵
琶
」
、
正
所
謂
弄
假
成
眞
矣
。

(祁
彪
佳
著
、
黄
裳
校
録

『
遠
山
堂
明
曲
品
劇
品
校
録
』

〔上
海
出
版
公
司
、

一
九
五
五
年
〕

に
據
る
。)

(20
)

本
稿

で
は
、
劉
烈
茂

・
郭
精
鏡

主
編

『
清
車

王
府
鈔
藏
曲
本

・
子
弟
書

集
』

(
江

蘇
古
籍

出
版
瓧
、

一
九
九
三
年
)

に
據

っ
た
。

(21
)

諸
葛
緯
編

『
三
國
人
物
傳
説
』

(『
故
事
會
』
叢
書
、
上

海
文
藝
出
版
肚
、

一
九

八

六
年
)
三
七
頁
。

(22
)

「
貂
蝉
之
死
」

の
臺
本

は
、
隆
學
義
編
著

『川
劇
名
戲
欣
賞
』

(重
慶
出
版
肚
、

一

九
八
六
年
)

に
收
録
さ
れ
て
い
る
。



(
羽
)

曹
公
與
劉
備
圍
呂
布
於
下
郵
、
關
羽

啓
公
、
布
使
秦
宜
腺
行
求
救
、
乞
娶
其
妻
、

公
許
之
。
臨
破
、
又
屡
啓
於
公
。
公
疑

其
有
異
色
、
先
遣
迎
看
、
因
自
留
之
、

羽
心

不
自
安
。

(
陳
壽
撰
、
陳

乃
乾
校
點

『
三
國
志
』
全

五
冊

〔中
華
書

局
、

一
九
八

二

年
版

〈
一
九
五
九
年
初
印
〉
〕

に
捜

る
。
)

(泌
)

例
え
ば
、
『
詩
經
』
大
雅

「
瞻

印
」

に
、
「
哲
夫
成
城
、
哲
婦
傾
城
。
懿
厥
哲
婦
、

爲
梟
爲
鴟
。
婦
有
長
舌
、
維
属
之
階
。

亂
匪
降
自
天
、
生
自
婦
人
。
匪
教
匪
誨
、

時

維
婦
寺
」
と
あ

る

(阮
元
校
刻

『十

三
經
庄
疏
』
全

二
冊

〔中
華
書
局
、

一
九
八
〇

年
〕

に
據

る
)
。
ま

た
、

好
色
か

亡
國
を
招
く

と

い
う
戒
め
も
古
く

か
ら
見
ら
れ
、

例
え
ば
、
『
書
經
』
五
子
之
歌

に
、
「
内
作
色
荒
、
外
作
禽
荒
、
甘
酒
嗜
音
、
峻
宇

彫

牆
。
有

一
于
此
、
未
或
不
亡
」

と
あ
る

(同
上
)
。

(25
)

『
水
滸

傳
』

に
登
場
す

る
女
性

は
、

梁
山
泊

に
入

る
扈
三
娘

・
顧
大

嫂

・
孫

二
娘

な
と

一
部
を
除
き
、
閻
婆
惜

・
潘
金

蓮

・
玉
蘭

・
白
秀
英
な
と

ほ
と
ん
と
か
悪
人

と

し

て
描
か
れ
る
。

(26
)

關
羽
崇
拜

に

つ
い
て
も
樣

々
な
論
考

が
發
表
さ
れ

て
い
る
。
主

な
も

の
は
、
井
上

以
智
爲

「
關
羽
祠
廟

の
由
來
竝
に
變
遷
」

(『
史
林
』

二
六
1

一
・
二
、

一
九

四

一
年
)
、

大
矢
根
文
次
郎

「
關
羽
と
關

羽
信
仰
」

(
一
)
～

(
四
)

(『
東
洋
文
化

』
第

二
百

二

十

四

・
二
百
二
十
五

・
二
百

二
十
八

・
二
百

二
十
九
號
、

一
九

四
三

・
四

四
年
)
、

井
上
以
智
爲

「關
羽
信
仰

の
普
及
」

(
一
)

(『
幅
岡
商
大
論
叢
』
四
、

一
九
五

一
年
)
、

金
文
京

『
三
國
志
演
義

の
世

界
』

(東

方
選
書
、
東
方

書
店
、

一
九

九
三
年
、

一
四

九
～

一
五
五
頁
)
、
蔡
東
洲

・
文
廷
海

『
關
羽
崇
拜
研
究
』

(巴
蜀
書
瓧
、

二
〇
〇

一

年
)
、

二
階
堂
善
弘

『
中
國

の
騨
さ
ま

紳
仙
人
氣
者
列
傳
』

(卆

凡
瓧
新
書
、
卒

凡

肚
、

二
〇
〇

二
年
、

一
二

～

四
〇
頁

)
、
顔
清
洋

『
關
公
全
傳
』

(臺
灣
學
生
書
局
、

二
〇
〇

二
年
)
。

(
27
)

關
羽

に
對
す
る
爵
位
追
膾

の
状

況
を

一
部
示

し

て
お
く
。

北
宋
崇
寧
元
年

(
一
一
〇
二
)

忠
恵
公

大
觀
二
年

(
=

〇
八
)

武
安

王

南
宋
淳
煕
十
四
年

(
=

八
七
)

義
勇
武
安
英
濟
王

關
羽
と
貂
螺

元
天
暦
元
年

(
=
一一二
八
)

顯
靈
義
勇
武
安
英
濟

王

明
萬
暦
四
十
二
年

(
一
六

一
四
)

三
界
伏
魔
大
帝
紳
威

蓮
震
天
尊
關
聖
帝
君

清
代

に
な

っ
て
も
加
封

は
續
き
、

最
終
韵

に
關
羽

の
封

號
は

「
忠
義
神
武
靈
佑
仁

勇
威
顯
護
國
保
民
精

誠
綏
靖
翊
贊
宣
徳
關
聖
大
帚
」

と
長

い
も
の
に
な

っ
た
。

(
28
)

丘
振
聲

『
三
國
演
義
縱
横

談
』

(漓
江
出
版
祗
、

一
九
八

三
年
)

一
二
〇
頁
。

原

文

「關
羽
這
種
行
爲
、
本
來
在
封
建

統
治
階
級
中
是
司
空

見
慣
的

。

・不
過
、
被

人
奉
若
聯
明
的
關
羽
、
有

這
樣
的

一
件
風
流
韻
事
、
總

是
不
醴
面

的
、
有
傷
風
雅
。

還
是
抹
掉

爲
好
。
《
斬

貂
》
這
樣
的
戯
大
概
就

是
出
於
維

護
關
羽
的
尊
嚴
而
創

作
出

來
的
。
」

(
29
)

例
え
ば
、

八
仙

の

一
人
、

呂
洞
賓

は
好
色
家

て
、

「色

仙
」

と
も
稱
さ
れ

る
。

(
30
)

明

・
鄭
以
偉

の

「
舟
中
讀

華
陽
國
志
」
詩

に
は
、

「
百
萬

軍
中

刺
將
時
、
不
如

一

劍
斬
妖
姫
。

何
縁
更
戀
俘

來
婦
、
陳
壽
常
琅
志
總

私
」

(陳

濟
生
編

『
天
啓
崇
碵

兩

朝
遺
詩
』
中
華
書
局
、

一
九
五
八
年
)

と
あ

り
、
史
書

の
記
載

が
不
當

て
あ
る
と
し

て
、
關
羽
か
他
人

の
妻
を
求
め

た
こ
と
を
史
實
と

し
て
認
め
た
く
な
い
心
境
を
表

し

て
い
る
。

(
31
)

丘
振
聲
氏

は
、
關

羽
か
秦
宜
碌

の
妻
を
娶

ろ
う
と
し

た

こ
と
を
直
接
題
材
に
す
る

の
は
不
都
合

な
の
で
、
意
圖
的

に

「
秦
宜
腺

の
妻
」
を

「貂
螺
」

に
換
え
た
、

と
す

る

(注

(
28
)
所
掲
書

一
二
〇
頁
)
。

し
か
し
、

後

の
筆

記
小
説

(例

え
ば
明

・
胡

應
麟

『少
室

山
房
筆
叢
』

卷
四
十

一

「
莊
嶽
委
談
」

下
)

な
と
に
、
『
三
國
志
』
關

羽
傳
裴
庄
引

『
蜀
記
』

の
記
事
を
關

羽
が
呂
布

の
妻
を
所
望

し
た
と
誤

っ
て
解
釋

し

て
い
る
例
が
見
ら
れ

る
と

こ
ろ
か
ら
、

こ
れ

は
意
圖
的
に
換

え
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、

誤
讀

に
も
と

つ
く
と
考

え
た
方

か
安
當
と
思

わ
れ

る
。

(
32
)

前
代
嘗
以
野
史
作
爲
評
話
、
令
瞽
者
演
説
、
其
聞
言
辭
鄙
謬

又
失

之
於

野
、
士
君

子
多
厭
之
。
若
東
原
羅
貫
中
、
以
卆
陽
陳
壽
傳
、
考
諸
國
史
、
自
漢
靈
帯
中
李
元
年
、

終
于
晉
太
康
元
年
之
事
、
留
心
損
盆
、
目
之

日

『
三
國
志
通
俗
演
義

』。
文

不
甚

深
、

言
不
甚
俗
、
事
紀
其
實
、
亦
庶
幾
乎
史
。

(羅
貫
中

『
三
國
志

通
俗
演
義
』

〔人
民
文

學
出
版
肚
、

一
九
七

四
年
〕

に
據

る
。
)

一
四
九



日
本
中
國
學
會
報

第
五
十
六
集

一
五
〇

(33
)

後
人
捏
造
之
事
、
有
俗
本
演
義
所
無
、
而
今
日
傳
奇
所
有
者
、
如
關
公
斬
貂
蝉
、

張
飛
捉
周
瑜
之
類
、
此
其
誣
也
、
則
今
人
之
所
知
也
。

今
皆
創
去
、
使
讀
者
不

爲
齊
東
所
誤
。
(羅
貫
中
著
、
毛
綸

・
毛
宗
崗
評
、
劉
世
徳

・
鄭
銘
點
校

『三
國
志

演
義
』
全
三
冊

〔中
華
版
古
典
小
覗
寶
庫
、
中
華
書
局
、

一
九
九
五
年
〕
に
據
る
。)

(誕
)

最
恨
今
人
訛
傳
關
公
斬
貂
蝉
之
事
。
夫
貂
蝉
無
可
斬
之
罪
、
而
有
可
嘉
之
績
。

(庄

(33
)
所
掲
書
に
據
る
。)

(35
)

沈
伯
俊

・
譚
良
囎
編
著

『三
國
演
義
辭
典
』
増
訂
本

(巴
蜀
書
瓧
、

一九
九
三
年
)

「改
編
與
再
創
作
」
部
分
參
照
。

【附

記
】
本
稿

は
二
〇
〇

三
年
十
月

の
日
本
中

國
學
會
第

五
十
五
回
大
會

で
の
口
頭
發
表

を
ま
と
め
、

加
筆
修
正

し
た
も

の
で
あ

る
。

發
表
お

よ
び
本

稿
執
筆

の
際

に
は
諸
先
生
方

か
ら
有
盆
な
御

教
示
を

い
た
だ
い
た
。
茲

に
御

禮
申
し
上
げ

る
。
た

た
、

せ

っ
か
く
御
教

示
を

い
た

た
き
な
か
ら
、

未
滔
化

の
部
分
も
多

々
あ

る
。
今

後

の
課
題

と
さ
せ

て
い
た

だ

き
た
い
。


